
 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度青森県原子力施設 

環境放射線等監視評価会議監視委員会 

 

 

 

 

議  事  録  

 

 

 

１ 開催日時  令和元年９月３日（火）１４：００～１６：００ 

 

２ 開催場所  青森国際ホテル ３Ｆ 萬葉の間 

 

３ 議  事 

（１）原子力施設環境放射線調査結果について(平成３０年度報) 

（２）東通原子力発電所温排水影響調査結果について(平成３０年度報) 

 

４ その他 

（１）原子燃料サイクル事業の現在の状況について 

（２）東通原子力発電所の現在の状況について 

（３）リサイクル燃料備蓄センターの現在の状況について 

（４）平成３０年度原子力施設等防災対策等委託費（海洋環境における放射能調査及び総

合評価）事業について 

 

 

 

 

 

 



  

 



 

発言者等 発  言  内  容  等 

司 会 
原子力安全対策課 

工藤総括主幹 

定刻となりましたので、これより令和元年度青森県原子力施設環境放

射線等監視評価会議監視委員会を開会いたします。 

 開会にあたりまして、副知事から御挨拶申し上げます。 

 

柏木副知事  副知事の柏木司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、御多忙のところ御出席いただき誠にありがとうござ

います。また、日頃から原子力行政をはじめ、県政全般にわたり、格別

の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 県では、原子力施設周辺地域における住民の安全確保と環境の保全を

図るため、環境放射線等の監視を実施し、その結果を本監視評価会議に

おいて評価・確認していただき、広く県民に公表しているところです。 

 本日は、平成３０年度１年間の調査結果を御確認いただくこととして

おりますので、皆様には、忌憚のない御意見を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

 県内の主要な原子力施設については、国による新規制基準への適合性

審査が引き続き進められていますが、今なお、時間を要しているところ

です。原子力施設については、何よりも安全の確保が第一であります。 

 国による新規制基準への適合性はもとより、施設全般の安全性が確認

されることが県民の安全・安心の確保を図る上で重要であると認識して

おります。 

 県としては、今後とも、事業者及び国の対応状況を厳しく見極めてい

くとともに、環境放射線等の監視をはじめとする原子力安全対策の充実

強化に努めて参ります。 

 委員の皆様には、一層の御指導をよろしくお願い申し上げ、御挨拶と

いたします。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司 会 

 

 それでは、新たに委員になられた方を御紹介いたします。 

 消費生活アドバイザー 加藤 徳子委員 

 六ヶ所村地域連合婦人会副会長 田村 ヒトミ委員 

 県議会議長 森内 之保留委員 欠席されております。 

 県議会総務企画危機管理委員長 越前 陽悦委員 

 三沢市長 小檜山 吉紀委員 本日は欠席されております。 

 六ヶ所村議会議長 髙橋 文雄委員 本日は欠席されております。 
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 野辺地町議会議長 熊谷 晴雄委員 欠席されております。 

 横浜町議会議長 小川 和男委員 

 十和田おいらせ農業協同組合代表理事専務 小林 光浩委員 

 以上の方が新たに委員となっております。 

 続きまして、お手元にお配りしております資料を確認させていただき

ます。 

 上から順に次第、席図、なお、恐縮ですが、席図について、一部訂正

箇所がございます。事務局が着席する席図の下側のところでございます

が、水産総合研究所 野呂漁場環境部長と記載がありますが、役職名に

誤りがあり、正しくは野呂所長でございます。 

 また、その隣の日本原燃株式会社 武井副本部長と記載があります

が、正しくは、武井本部長でございます。 

 お手数ですが、御訂正、お願いいたします。 

 引き続き資料でございますが、 

 出席者名簿 

 資料１「会議の状況」 

 資料２「環境放射線モニタリングの流れ」 

 白い冊子で「原子力施設環境放射線調査報告書 平成３０年度第４四

半期報」 

 ピンク色の冊子で「原子力施設環境放射線調査報告書 平成３０年度

報」 

 黄土色の冊子で「東通原子力発電所温排水影響調査結果報告書 平成

３０年度第４四半期報」 

 同じく黄土色の冊子で「東通原子力発電所温排水影響調査結果報告 

平成３０年度報」 

 参考資料１「原子燃料サイクル事業の現在の状況について」 

 参考資料２「東通原子力発電所の現在の状況について」 

 参考資料３「リサイクル燃料備蓄センターの現在の状況について」 

 参考資料４「平成３０年度原子力施設等防災対策等委託費 海洋環境

における放射能調査及び総合評価事業について」 

 広報紙「モニタリングつうしんあおもり １１３号」 

 以上でございますが、不足の資料がございましたらお申し出くださ

い。 

 

 よろしいでしょうか。 

 なお、資料１に令和元年度第２回評価委員会、それと前回の平成３０

年度第４回監視委員会の内容を取りまとめてございます。この場での説

明は省略させていただきますので、後ほど御覧ください。 

 最後に委員の皆様におかれましては、御発言の際はマイクをお持ちい
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たしますので、マイクの使用をお願いいたします。 

 本日の会議は、会長が欠席しておりますので、副会長の柏木副知事に

議長をお願いすることといたします。 

 それでは、柏木副知事、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

柏木副知事 

それでは、本日の議長の方を務めさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 はじめに、県と事業者で実施している環境放射線モニタリングの概要

について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 
原子力安全対策課 

安田課長 

原子力安全対策課長の安田です。 

 それでは、資料２と記載されたＡ４横、カラーの資料を御準備くださ

い。こちらの資料を用いまして、環境放射線モニタリングの概要につい

て御説明いたします。 

 

 はじめに、環境放射線モニタリングの目的ですが、資料の一番上に記

載しているとおり、原子力施設から放出される放射性物質などによる周

辺環境への影響について監視するものです。 

 次に赤枠内を御覧ください。モニタリングは、大きく、環境試料の放

射能分析と空間放射線量率の測定に分けられます。環境試料の放射能分

析では、県、事業者、併せて年間約３０種、約１２００検体の環境試料

について放射性物質等の分析、測定を行っています。 

 空間放射線量率の測定では、県内２５か所に設置している測定局にお

いて、空間放射線量率や使用状況を連続して測定しています。 

 これらの測定結果を集計・解析した上で、四半期ごとにそれぞれの施

設に応じた評価方法に基づいて、施設からの影響の有無や過去の測定値

と比べて、どの程度の水準であるかなどを検討し、年度ごとに施設に起

因する放射線及び放射性物質による周辺住民等の線量を推定、評価して

います。 

 右上の青枠内を御覧ください。このようなモニタリングの結果は、県

が設置した青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議において、四半

期ごとに評価、確認しています。まずは、原子力等の専門家２４名で構

成する評価委員会において、専門的、技術的な事項について評価し、そ

の後、今回、皆様御出席の監視委員会において、評価委員会での評価結

果について御確認いただいています。 

 また、空間放射線量率については、県のホームページにおいて、リア

ルタイムでデータを公表しているほか、モニタリング結果全体について
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新聞広告や本日もお配りしているパンフレット、モニタリングつうしん

あおもりなど、様々な方法で広く県民に公開しています。 

以上が青森県の環境放射線モニタリングの概要です。 

 

議 長 それでは、次に議事に入らせていただきます。 

 

議事の（１）原子力施設環境放射線調査結果につきまして、事務局及

び事業者からそれぞれ説明をお願いします。 

 

事 務 局 
原子力安全対策課 

安田課長 

それでは、平成３０年度の環境放射線調査結果報告書について御説明

いたします。まず、事務局から調査結果について御説明し、引き続き事

業者からそれぞれの施設の操業・運転状況について御説明いたします。 

 

 ピンク色の冊子、平成３０年度報を御準備ください。表紙をめくって

いただいて、前書き、次のページに目次、その次のページには、この報

告書内で用いる語句、記号の解説を記載してございます。 

 その次からが調査結果ということになります。２ページを御覧くださ

い。原子燃料サイクル施設について取りまとめています。１ 調査概要

について、実施者は青森県原子力センター及び日本原燃株式会社です。

期間は平成３０年４月から３１年３月までの１年間です。内容、測定方

法、評価方法につきましては、報告書の後半部分に資料としてまとめて

記載しております。 

 ３ページをお願いいたします。２ 調査結果といたしまして、去る７

月２２日に開催いたしました評価委員会において、平成３０年度におけ

る環境放射線等の調査結果は、これまでと同じ水準であった。原子燃料

サイクル施設からの影響は認められなかった。と評価されています。 

 それでは、調査項目ごとに御説明いたします。はじめに（１）空間放

射線の測定結果です。４ページの図１－１にモニタリングステーション

による測定結果、７ページの図１－２には、モニタリングポストによる

測定結果を示しています。３ページに戻っていただきまして、平常の変

動幅を上回った測定値については、３ページの下の注書きの１を御覧く

ださい。２行目、中ほどからですが。空間放射線量率は、降雨雪時に雨

や雪に取り込まれて地表面に落下したラドンの壊変生成物の影響によ

り上昇します。今回、平常の変動幅を上回った測定値は、全てこの降雨

等によるものと考えています。このうち、平沼局において、第２四半期

に過去の測定値の範囲を上回りましたが、これも降雨とともに落下した

天然放射性核種の影響と考えられます。また、平沼局の第４四半期では、

過去の測定値の範囲を下回りましたが、積雪による大地からの放射線を
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遮蔽する効果が大きかったためと考えられます。 

 また、平沼局、青森局、横浜町役場局については、周辺で工事が行わ

れましたが、工事前後の測定値に大きな変化はないと考えられることか

ら、平常の変動幅を今後も用いることとします。 

 続いて９ページをお願いします。９ページの図１－３、モニタリング

カーによる測定結果については、過去の測定値の範囲内でした。１０ペ

ージの図１－４、ＲＰＬＤによる積算線量の測定結果については、全て

平常の変動幅の範囲内でした。 

 １１ページをお願いします。（２）環境試料中の放射能の測定結果に

ついて取りまとめています。詳しくは、表で御説明いたします。なお、

平常の変動幅を外れた測定値には、♯マークを付けております。 

 １４ページを御覧ください。表１－１、大気浮遊じん中の全アルファ

及び全ベータ放射能については、第１四半期に尾駮局で全アルファ放射

能の測定値が平常の変動幅を上回り、第３四半期に尾駮局、千歳平局、

泊局、吹越局及び二又局で全ベータ放射能の測定値が平常の変動幅を上

回りました。比較対照の青森市を含め、広域的な測定値の上昇が見られ

ていることなどから、天然放射性核種の自然変動によるものと考えられ

ます。なお、吹越局については、機器の不具合により測定が適切に行わ

れなかった期間があったため、当該期間の測定値を参考値としました。 

 表１－２、大気中の気体状ベータ放射能、表１－３、大気中のヨウ素

１３１測定については、全てＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 １５ページには、ガンマ線放出核種分析結果のうち、セシウム１３７

の分析結果を記載しています。セシウム１３７については、全て平常の

変動幅の範囲内でした。その他の人工放射性核種についても、全てＮＤ

であり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 １６ページの表１－５、トリチウム分析結果については、全てＮＤで

あり、平常の変動幅の範囲内でした。表１－６、炭素１４分析結果につ

いては、バレイショで平常の変動幅を上回りましたが、比放射能は、平

常の変動幅の範囲内であったことから、これまでより、試料中の水分含

有量が少なく、炭素量の割合が多かったためと考えられます。 

 １７ページの表１－７、ストロンチウム９０分析結果については、比

較対照青森市の表土で平常の変動幅を下回りましたが、過去の大気圏内

核実験に起因するストロンチウム９０の自然変動によるものと考えら

れます。また、デントコーンについては、平常の変動幅を下回りました

が、今年度から採取場所を変更しており、今後、データを蓄積していき

ます。 

 １８ページの表１－８、ヨウ素１２９については、全てＮＤであり、

平常の変動幅の範囲内でした。表１－９－１、プルトニウム２３８分析

結果ですが、今年度から測定対象としており、測定値は湖底土がＮＤか
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ら 0.04 Bq/kg 乾、その他は全てＮＤでした。 

 １９ページの表１－９－２、プルトニウム２３９＋２４０の分析結果

については、年間の降下物で平常の変動幅を上回り、また、海底土で平

常の変動幅を下回りましたが、いずれも過去の大気圏内核実験に起因す

るプルトニウムの自然変動によるものと考えられます。 

 ２０ページの表１－１０、アメリシウム２４１分析結果については、

表土で平常の変動幅を下回りましたが、過去の大気圏内核実験に起因す

るアメリシウム２４１の自然変動によるものと考えられます。 

表１－１１、キリュウム２４４分析結果については、全てＮＤであり、

平常の変動幅の範囲内でした。表１－１２、ウラン分析結果については、

年間の降下物とワカサギで平常の変動幅を上回り、また表土で平常の変

動幅を下回りましたが、天然に存在するウランの自然変動によるものと

考えられます。 

 ２１ページ、環境試料中のフッ素を記載しています。２２ページの表

１－１３、大気中の気体状フッ素の測定結果については、全てＮＤであ

り、平常の変動幅の範囲内でした。 表１－１４、環境試料中のフッ素

の測定結果については、湖底土と表土で平常の変動幅の範囲を上回りま

したが、自然変動によるものと考えられます。 

 ２３ページをお願いいたします。３ 線量の推定評価です。 

 平成３０年度１年間の原子燃料サイクル施設起因の放射線及び放射

性物質による、周辺住民等の線量の推定評価結果を示しています。 

 （１）測定結果に基づく線量ですが、施設起因の線量の推定評価につ

いては、施設寄与が認められなかったので省略しました。 

 （２）放出源情報に基づく線量につきましては、平成３０年度１年間

の再処理工場からの放出実績を基に推定評価した結果を表１－１５に

示しています。結果は０．００１ミリシーベルト未満であり、法令に定

める線量限度を十分に下回っていました。 

 ２４ページをお願いします。４ 総合評価です。 

 （１）平成３０年度の環境放射線等調査結果につきましては、 

これまでと同じ水準であり、原子燃料サイクル施設からの影響は認め

られませんでした。 

 （２）施設起因の線量の推定評価につきましては、 

 ①の測定結果に基づく線量につきましては、施設寄与が認められなか

ったため省略しました。放出源情報に基づく線量につきましては、平成

３０年度の原子燃料サイクル施設における放射性気体廃棄物及びフッ

素化合物の放出状況は、いずれも管理目標値を下回っていました。再処

理工場から放出された放射性物質に起因する実効線量として、平成３０

年度１年間の放出実績を基に推定評価を行った結果は、０．００１ミリ

シーベルト未満であり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度を十分
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下回っていました。と、まとめています。 

 （３）平常の変動幅の設定です。 

 平成３０年度の測定結果については、原子燃料サイクル施設に係る環

境放射線等モニタリング結果の評価方法に定めている平常の変動幅の

設定に用います。ただし、大気浮遊じん中の全アルファ及び全ベータ放

射能測定のうち、吹越局については、平成３０年８月１３日から８月 

２０日の測定値を参考値としたため、当該測定値は平常の変動幅の設定

に用いないとします。 

 以上が原子燃料サイクル施設に係る調査結果です。 

 

 続きまして、２６ページをお願いいたします。東通原子力発電所の調

査結果です。 

 １ 調査概要ですが、実施者は青森県原子力センター及び東北電力株

式会社、期間、内容、測定方法、評価方法については、記載のとおりで

す。 

 ２７ページをお願いします。２ 調査結果といたしまして、去る７月

２２日に開催いたしました評価委員会において、平成３０年度における

環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であった。東通原子力発

電所からの影響は認められなかった。と評価されています。 

 調査項目ごとに御説明いたします。 

 （１）空間放射線の測定結果です。２８ページの図２－１には、モニ

タリングステーションによる測定結果、２９ページの図２－２には、モ

ニタリングポストによる測定結果を示しています。平常の変動幅を上回

った測定値は、全て降雨等によるものと考えています。小田野沢局につ

いては、周辺で工事が行われましたが、工事前後の測定値に大きな変化

はないと考えられることから、平常の変動幅を今後も用いることとしま

す。 

 ３２ページの図２－３、モニタリングカーによる測定結果について

は、過去の測定値の範囲内でした。３３ページの図２－４、ＲＰＬＤに

よる積算線量の測定結果については、第１四半期、第２四半期において

平常の変動幅を上回りましたが、過去の測定の変動を考慮すると、これ

までと同程度でした。 

 ３４ページをお願いします。環境試料中の放射能の測定結果です。 

 ３５ページの表２－１、大気浮遊じん中の全ベータ放射能の測定結果

については、老部局において平常の変動幅を下回りましたが、全アルフ

ァ及び全ベータの放射能濃度比がほぼ一定であることから、天然放射性

核種の自然変動によるものと考えられます。 

 表２－２、大気中のヨウ素１３１測定結果については、全てＮＤであ

り、平常の変動幅の範囲内でした。 
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 ３６ページをお願いします。ガンマ線放出核種分析結果のうち、表２

－３、セシウム１３７については、平常の変動幅の範囲内でした。その

他の人工放射性核種についても、全てＮＤであり、平常の変動幅の範囲

内でした。 

 ３７ページの表２－４、ヨウ素１３１及び表２－５、トリチウム分析

結果は、全てＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 ３８ページの表２－６、ストロンチウム９０については、全てＮＤで

あり、平常の変動幅の範囲内でした。表２－７、プルトニウム分析結果

は、全て平常の変動幅の範囲内でした。 

 ３９ページをお願いいたします。３ 線量の推定評価について、 

 （１）測定結果に基づく線量ですが、施設起因の線量推定評価につい

ては、施設寄与が認められなかったので省略しました。 

 （２）放出源情報に基づく線量につきましては、放射性気体廃棄物の

希ガス及びヨウ素並びに放射性液体廃棄物の放出量が検出限界未満で

あるため省略いたしました。 

 ４０ページをお願いします。４ 総合評価です。 

 （１）平成３０年度の環境放射線調査結果につきましては、これまで

と同じ水準であり、東通原子力発電所からの影響は認められませんでし

た。 

 （２）施設起因の線量の推定評価の、 

 ①測定結果に基づく線量につきましては、施設寄与が認められなかっ

たので省略しました。 

 ②放出源情報に基づく線量につきましては、平成３０年度の東通原子

力発電所における放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出状況

は、いずれも管理目標値を下回っていました。 

 平成３０年度の東通原子力発電所における放射性気体廃棄物の希ガ

ス及びヨウ素並びに放射性液体廃棄物の放出量は、いずれも検出限界未

満でした。このため、東通原子力発電所から放出された放射性物質に起

因する実効線量については、算出を省略しました。と、まとめています。 

 （３）平常の変動幅の設定ですが、平成３０年度の測定結果について

は、東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング結果の評価方法に

定めている平常の変動幅の設定に用います。 

 以上が東通原子力発電所に係る調査結果です。 

 

 続きまして、リサイクル燃料備蓄センターの調査結果です。４２ペー

ジをお願いいたします。調査概要ですが、実施者は青森県原子力センタ

ー及びリサイクル燃料貯蔵株式会社、期間、内容、測定方法、評価方法

につきましては、記載のとおりです。 

 ４３ページをお願いいたします。調査結果といたしまして、リサイク
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ル燃料備蓄センターについては、環境放射線の事前調査を実施してお

り、去る７月２２日に開催いたしました評価委員会において、平成３０

年度における環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であったと

評価されています。 

 調査項目ごとに御説明いたします。４４ページを御覧ください。（１）

空間放射線の測定結果です。図３－１、モニタリングポストによる空間

放射線量率測定結果について、平常の変動幅を上回った測定値は、全て

降雨等によるものと考えています。図３－２、ＲＰＬＤによる積算線量

測定結果については、平常の変動幅の範囲内でした。 

 ４５ページを御覧ください。（２）環境試料中の放射能の測定結果で

す。ガンマ線放出核種分析のうち、表３－１、セシウム１３７の測定結

果については、平常の変動幅の範囲内でした。その他の人工放射性核種

についても、全てＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 ４６ページ、総合評価です。 

 （１）平成３０年度の環境放射線調査結果につきましては、これまで

と同じ水準でした。 

 （２）平常の変動幅の設定につきましては、平成３０年度の測定結果

については、東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング結果の評

価方法を準用して定めている平常の変動幅の設定に用います。 

 以上がリサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果です。 

 

 最後に付について、４７ページをお願いいたします。本報告書に掲載

している付の一覧を示しています。このうち、付の１から付の７につき

ましては、各四半期に係る事項であり、第１四半期報から第３四半期報

に掲載したものです。付の８、付の９につきましては、令和元年度から

変更となる事項であり、平成３１年２月の平成３０年度第４回評価委員

会資料として提出されたものを掲載しております。 

 個別の付の説明につきましては割愛させていただきますので、後ほど

御覧いただければと思います。 

 私からは以上となります。 

 

日本原燃㈱ 
安全・品質本部 

佐々木環境管理 

センター長 

日本原燃の佐々木でございます。原子燃料サイクル施設の操業状況に

ついて御説明いたします。同じく、ピンク色の冊子の１１１ページから

となります。１１１ページの四角い囲いの中には表中の記号の御説明を

示ししております。 

 それでは、１１２ページと１１３ページを御覧ください。まずは、ウ

ラン濃縮工場の操業状況でございます。運転状況としましては、全て生

産運転停止中となってございます。 

 次の１１４ページ、上の表は、ウラン濃縮施設における放射性物質及
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びフッ素化合物の放出状況でございます。ウラン、フッ素化合物共に、

気体、液体とも検出されておりません。また、下の表のその他施設、研

究開発棟につきましては、第３四半期は液体廃棄物の放出実績はなく、

その他は全て検出されておりません。 

 次の１１５ページからは、低レベル放射性廃棄物埋設センターの操業

状況でございます。平成３０年度における合計の受入数量は６，３６８

本、埋設数量は５，６８０本となっております。 

 次の１１６ページは、放射性物質の放出状況でございますが、気体、

液体共に放出に係るような作業は発生しておらず、放出実績なしでし

た。 

 次の１１７ページは、地下水中の放射性物質の濃度の測定結果です。

７地点の地下水監視設備で、トリチウム、コバルト６０、セシウム 

１３７を測定しておりますが、いずれも検出されておりません。 

 次の１１８ページは、高レベル廃棄物貯蔵管理センターの操業状況で

ございます。平成３０年度におけるガラス固化体の受入数量は０本、管

理数量も０本でした。その下の表の放射性物質の放出状況について、気

体の放射性ルテニウム、放射性セシウムは、共に検出されておりません。 

 次の１１９ページからは、再処理工場の操業状況でございます。 

１１９ページから１２０ページですが、使用済み燃料の受入について、

平成３０年度はＰＷＲ燃料、ＢＷＲ燃料、共に受入量は０体、再処理量

についても０体でございました。 

 次の１２１ページですが、平成３０年度の製品の生産量は０トンでご

ざいます。下の表は、放射性物質の放出状況のうち、放射性液体廃棄物

の放出量です。トリチウム及びヨウ素１２９が検出されておりますが、

放出量は、表中の数字のとおりであり、これまでとほぼ同等のレベルで

した。年度の合計値を年間放出管理目標値と比べますと、トリチウムは

約１１０万分の１、ヨウ素１２９は約２４万分の１でございました。 

 次の１２２ページ、放射性気体廃棄物の放出量でございます。トリチ

ウムが検出されておりますが、放出量は表中の数値のとおりであり、こ

れまでとほぼ同等のレベルでした。年度合計値を年間放出管理目標値と

比べます、約２万５千分の１でございました。 

 原子燃料サイクル施設分は以上でございます。 

 

東北電力㈱ 
東通原子力発電所 

稲葉副所長 

 続きまして、東北電力の稲葉でございます。東通原子力発電所の運転

状況について御説明いたします。 

 原子力施設環境放射線調査報告書の１２５ページからが、東通原子力

発電所の運転状況となります。めくっていただきまして、まず１２６ペ

ージでございます。 

 （１）の発電所の運転保守状況でございますが、こちらにつきまして
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は、第４回定期検査が継続しておりまして、発電の実績はございません。 

 １２７ページの（２）放射性物質の放出状況でございます。上の表、

①、放射性気体廃棄物の放出量でございます。希ガス、ヨウ素１３１、

共に検出されておりません。トリチウムにつきましては、年度の合計で

３．３×１０の１０乗ベクレルでございます。下の表、②でございます。 

 放射性液体廃棄物の放出量でございますが、トリチウムを除く全放射

能、それからトリチウム、共に年間を通じて検出されておりません。 

 申し訳ございません。先ほど、上の①の表で年度合計、トリチウム 

３．３×１０の１０乗と申しましたが、印刷されておりますとおり、 

３．０×１０の１０乗ベクレルということで訂正させていただきます。

記載のとおりでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

議 長 

 
ありがとうございました。 

これまで事務局及び事業者から説明がありましたことにつきまして、

御質問等ございましたらお願いをしたいと思います。 

 

蛯名委員 東北町の蝦名でございます。今まで何回も出席していますけども、今

日、気がついたところがありまして、確認でございます。 

 １５ページで確認したいと思いますが、この表は、いろいろな部分で

度々出て参りますが、セシウムの部分で確認したいと思いますが、この

試料の種類のところ、左側ですけども、陸上試料と海洋試料とあります

が、これは陸側と海側ということで理解すればいいのかなと思っていま

す。 

 陸上側の方の項目で、湖底土とあるのですけど、これは、当行政区域

に小川原湖がありますが、これは小川原湖の底の土と理解してよろしい

のか。小川原湖、内沼、姉沼とありますけども、下の方に「ワカサギ」

「シジミ」とあるものですから、小川原湖かなと思っているのですけど

も。そこの部分の確認ができればなと思っております。 

 また、仮に小川原湖だとすると、淡水の食品となっていますけども、

小川原湖は汽水湖であるので、濃度からいくと淡水に分類されるかどう

か分かりませんが、その部分、小川原湖の底の土なのか、また、淡水と

なっていますから、そこの部分についても確認をいただければと思いま

す。 

 どうぞよろしくお願いします。 
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議 長 
 

 事務局の方で、回答をお願いします。 

 

事務局 
原子力センター 

竹ケ原所長 

調査実施者の原子力センター所長の竹ケ原でございます。これは、概

要を表している表でございまして、湖底土に関しましては、尾駮沼、鷹

架沼、小川原湖で実施しているものを１つにまとめているということで

ございます、というのがまず１点です。ですので、この中には小川原湖

も含まれて、測定を行っているということになります。 

 それから汽水、ワカサギ、シジミでございますが、ワカサギについて

は尾駮沼、それからシジミについては小川原湖から採取させていただい

て測定を行っております。この淡水産食品ということについて、委員御

指摘のとおり、いずれも汽水の部類に入ると思いますので、表現の仕方、

元々モニタリング計画を作った時に、海洋のものと陸上のもの、陸上の

ものであれば、淡水産というふうに定義していたところもあると思いま

すが、ここは確認させていただいて、反映させられるものであれば反映

していきたいというふうに考えてございます。 

 

議 長 
 

 他にいかがでしょう。よろしいですか。 

それでは、ないようですので、平成３０年度の調査結果についての確

認をいたします。確認するにあたって、事務局から対象施設ごとの調査

結果について、改めて読み上げてください。 

 まずは、原子燃料サイクル施設の調査結果について確認をいたしま

す。お願いします。 

 

事 務 局 
原子力安全対策課 

安田課長 

原子燃料サイクル施設の調査結果について申し上げます。 

 平成３０年度１年間の総合評価としては、ピンクの冊子、平成３０年

度報の２４ページに記載のとおり、平成３０年度の環境放射線等調査結

果は、これまでと同じ水準であり、原子燃料サイクル施設からの影響は

認められませんでした。平成３０年度の測定結果に基づき実施する施設

起因の線量の推定評価については、施設寄与が認められなかったため省

略しました。平成３０年度の原子燃料サイクル施設における放射性気体

廃棄物、放射性液体廃棄物及びフッ素化合物の放出状況は、いずれも管

理目標値を下回っていました。再処理工場から放出された放射性物質に

起因する実効線量として、平成３０年度１年間の放出実績を基に推定評

価した結果は、０．００１ミリシーベルト未満であり、法令に定める周

辺監視区域外の線量限度を十分に下回っていました。平成３０年度の測

定結果については、平常の変動幅の設定に用います。 

 以上となります。 
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議 長 ただ今、事務局から示された調査結果について、そのとおり確認をし

たいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし 

 

議 長 では、そのように確認をいたします。 

次に東通原子力発電所に係る調査結果について、同様にお願いをしま

す。 

 

事 務 局 
原子力安全対策課 

安田課長 

東通原子力発電所の調査結果について申し上げます。 

 平成３０年度１年間の総合評価としては、ピンクの冊子、平成３０年

度報の４０ページに記載のとおり、平成３０年度の環境放射線調査結果

は、これまでと同じ水準であり、東通原子力発電所からの影響は認めら

れませんでした。測定結果に基づき実施する施設起因の線量の推定評価

については、施設寄与が認められなかったため省略しました。平成３０

年度の東通原子力発電所における放射性気体、液体廃棄物の放出状況は

いずれも管理目標値を下回っていました。 平成３０年度の東通原子力

発電所における放射性気体廃棄物の希ガス及びヨウ素並びに放射性液

体廃棄物の放出量は、いずれも検出限界未満であった。このため、東通

原子力発電所から放出された放射性物質に起因する実効線量について

は、算出を省略しました。 平成３０年度の測定結果については、平常

の変動幅の設定に用います。 

 以上となります。 

 

議 長 ただ今、事務局から示された調査結果について、そのとおり確認をし

たいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし 

 

議 長 そのように確認をいたします。ありがとうございます。 

最後にリサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果について、お願い

します。 
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事 務 局 
原子力安全対策課 

安田課長 

リサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果について申し上げます。 

 平成３０年度１年間の総合評価としては、４６ページに記載のとお

り、平成３０年度の環境放射線調査結果は、これまでと同じ水準でした。

平成３０年度の測定結果については、平常の変動幅の設定に用います。 

以上となります。 

 

議 長 ただ今、事務局から示された調査結果について、そのとおり確認をし

たいと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし 

 

議 長 そのように確認をいたします。議事の（１）については以上でござい

ます。 

 次の議題に移らせていただきます。議事の（２）東通原子力発電所温

排水影響調査結果について、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 
水産振興課 

松坂課長 

水産振興課の松坂でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、黄土色の冊子、東通原子力発電所温排水影響調査結果報告

書、平成３０年度報を御用意いただきたいと思います。この年度報に基

づきまして御説明いたします。なお、同発電所につきましては、運転停

止中でございまして、温排水が出ていない状態の調査結果ということに

なります。 

 それでは、まず、冊子の表紙をめくっていただいて「はじめに」更に

２枚めくっていただくと目次になってございます。更に１枚めくってい

ただきまして、１ページを御覧ください。 

 １ページに調査概要を記載しております。調査機関は、青森県及び地

方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所と東北電力株

式会社でございます。調査期間は、県、東北電力共に平成３０年４月か

ら平成３１年３月までの１年間となっております。 

 調査項目につきましては、表－１．１、そして、また次のページ、２

ページの表－１．２のとおりとなってございます。調査位置につきまし

ては、３ページから９ページ。調査方法及び分析方法につきましては、

１０ページから１２ページのとおりでございまして、これまでと同様と

いうことでございます。 

 １３ページをお願いします。１３ページから調査結果となります。ま

ず、青森県実施分について御説明いたします。 

 はじめに水温です。表－２．１を御覧ください。 
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 全体の水温は、第１四半期が１２．０度から１４．０度、第２四半期

が１７．４度から２０．９度、第３四半期が１４．３度から１４．６度、

第４四半期が７．８度から８．７度の範囲でございました。各四半期の

調査点ごとの水温につきましては、表層の水平分布図を１４ページと１

５ページに、鉛直分布図を１６ページから１９ページに示しております

ので、後ほど、御覧いただきたいと思います。 

 ２０ページをお願いいたします。次に塩分でございます。表－２．２

を御覧ください。 

 全体の塩分は、第１四半期が３３．７から３３．９、第２四半期が３

３．２から３３．９、第３四半期が３３．９、第４四半期が３４．０か

ら３４．１の範囲でございました。各四半期の調査点ごとの塩分につき

ましては、表層の水平分布図を２１ページと２２ページに、そしてまた、

鉛直分布図を２３ページから２６ページに示しておりますので、後ほど

御覧いただきたいと思います。 

 続いて、２７ページをお願いいたします。東北電力実施分につきまし

て御説明いたします。 

 まず、取放水温度でございます。２８ページの表－３．１を御覧くだ

さい。 

 取水口の水温は第１四半期が７．２度から１３．８度、第２四半期が

１４．３度から２２．１度、第３四半期が８．４度から２０．０度、第

４四半期が５．４度から９．６度の範囲となってございます。放水口の

水温は、第１四半期が７．５度から１４．５度、第２四半期が１４．３

度から２２．７度、第３四半期が８．７度から２０．４度、第４四半期

が５．７度から９．７度の範囲でございました。 

 ２９ページをお願いいたします。続いて水温でございます。表－３．

２を御覧ください。 

 全体の水温は第１四半期が１０．５度から１１．２度、第２四半期が

１８．６度から２０．２度、第３四半期が１４．９度から１６．１度、

第４四半期は６．４度から７．３度の範囲でございました。各四半期の

調査点の水温につきましては、０．５ｍ層の水平分布図を３０ページと

３１ページ、そしてまた、鉛直分布図を３２ページから３５ページに示

しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 続いて、３６ページをお願いいたします。次、塩分です。表３－３を

御覧いただきたいと思います。 

 全体の塩分は、第１四半期が３３．２から３３．８、第２四半期が３

２．６から３３．７、第３四半期が３３．６から３３．９、第４四半期

が３３．６から３３．９の範囲でございました。各四半期の調査点ごと

の塩分につきましては、０．５ｍ層の水平分布図を３７ページ、３８ペ

ージ、そしてまた、鉛直分布図を３９ページから４２ページに示してお
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りますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 続いて４４ページをお願いいたします。次に流況でございます。図－

３．５を御覧ください。 

 流向は、各四半期とも汀線にほぼ並行な流れで、第１四半期、北から

北東及び南から南南西に向かう流れ、第２四半期、８月調査になります

が、北から北北東及び南に向かう流れ、そしてまた、第３四半期、これ

は４５ページ上の１１月調査になりますけども、北北西から北北東及び

南南西に向かう流れ、第４四半期、下の２月調査になりますけども、北

から北北東及び南から南南西に向かう流れが卓越しておりました。 

 流速は、第１四半期及び第２四半期が、１秒当たり４０センチメート

ルが大部分を占めておりまして、第３四半期及び第４四半期が１秒当た

り３０センチメートルまでが大部分を占めておりました。 

 次、水質でございます。４６ページから４９ページには、水質の調査

結果を示してございます。 

 ４９ページを御覧ください。表－３．４のとおり、水素イオン濃度を

はじめ、化学的酸素要求量などの９項目を調べておりますが、概ねこれ

までの調査結果と同様の範囲となってございます。 

 次に底質です。５０ページ、５１ページを御覧ください。そこに底質

の調査結果を記載してございます。５１ページですが、表３－５のとお

り、化学的酸素要求量をはじめとして、４項目を調べておりますが、概

ね、これまでの調査結果と同様の範囲となってございます。 

 次、５２ページをお願いいたします。卵の調査結果でございます。表

－３．６を御覧ください。 

 出現種類数は、第１四半期が無脂球形不明卵など、１２種類。第２四

半期が単脂球形不明卵など１１種類、第３四半期がネズッポ科など６種

類、第４四半期が無脂球形不明卵などの２種類でございました。また、

出現した平均個数ですが、１０００㎥当たりで第１四半期が５３３個、

第２四半期が４９２個、第３四半期が１０個、第４四半期が１個でござ

いました。 

 ５３ページをお願いいたします。次に稚仔の調査結果でございます。

表－３．７を御覧いただきたいと思います。 

 出現種は、第１四半期がメバル属など４種類、第２四半期がカタクチ

イワシなど８種類、第３四半期がムラソイなど５種類、第４四半期がイ

カナゴなど５種類でございました。また、出現した平均個体数ですが、

１０００㎥当たりで第１四半期が４０個体、第２四半期が４個体、第３

四半期が１０個体、第４四半期が６個体でございました。 

 続いて５４ページをお願いいたします。次に動物プランクトンの調査

結果でございます。表－３．８を御覧ください。 

 出現種類数は、いずれの四半期も節足動物を中心として、第１四半期
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が４２種類、第２四半期が５７種類、第３四半期が６４種類、第４四半

期が４０種類でございました。また、出現した平均個体数は、１㎥当た

りで第１四半期が８，８６８個体、第２四半期が１４，２６６個体、第

３四半期が５，１９３個体、第４四半期が２，０４８個体でございまし

た。 

 次、５５ページをお願いいたします。次に植物プランクトンの調査結

果でございます。表－３．９を御覧ください。 

 出現種類数は、第１四半期は黄色植物を中心に３８種類、第２四半期

がハプト植物を中心に４４種類、第３四半期がハプト植物を中心に４１

種類、第４四半期がクリプト植物を中心に４６種類でございました。出

現した平均細胞数は、１リットル当たりで第１四半期が３６，１７５細

胞、第２四半期が３８，６６０細胞、第３四半期が２４，４５０細胞、

第４四半期が１４，９９６細胞でございました。 

 次、５６ページをお願いいたします。海藻藻類の調査結果でございま

す。表－３．１０を御覧ください。 

 出現種は、いずれの四半期もサビ亜科などで、その種類数は、第１四

半期が６６種類、第２四半期が５５種類、第３四半期が４９種類、第４

四半期が５５種類でございました。 

 次、５７ページをお願いいたします。底生生物の調査結果です。表３

－１１を御覧ください。 

 出現種類数は、第１四半期がキンコカ科などの８種類、第２四半期が

キタムラサキウニなど８種類、第３四半期がキタムラサキウニなど１０

種類、第４四半期がキタムラサキウニなど８種類となっておりました。

出現した平均個体数は、１㎡当たりで、第１四半期が１６個体、第２四

半期が５個体、第３四半期が６個体、第４四半期が７個体となっており

ました。 

 １ページめくっていただきまして、以降、平成１５年度から３０年度

までの調査結果の取りまとめとなっておりますので、後ほど御覧いただ

ければと思います。 

報告は以上でございます。 

 

議 長 ありがとうございました。ただ今の報告、説明について、御質問等ご

ざいませんでしょうか。御質問、確認等ございましたら。よろしいです

か。 

 「なし」の声がありましたので、それでは、進めさせていただきます。 

 東通原子力発電所温排水影響調査に係る平成３０年度分についての

報告がありました。今後も引き続き調査を継続し、データの収集に努め

てください。 

 以上、議事でございますが、引き続きまして、その他の事項に入りま
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す。 

 ここに関しての質疑は、最後にまとめて行いたいと思いますので、御

協力をお願いいたします。次第に従い、各事業者から説明をお願いいた

します。 

それでは、お願いいたします。 

 

日本原燃㈱ 
武井安全・品質 

本部長 

日本原燃の武井でございます。 

それでは、参考資料の１に基づきまして、原子燃料サイクル事業の現

在の状況について御報告させていただきます。前回の監視委員会の２月

２２日以降の状況を中心に報告いたします。 

 まず、１のウラン濃縮事業でございますけども、現在、生産運転停止

中でございまして、前回以降、変更ございません。 

 ２の低レベル放射性廃棄物埋設事業でございます。 

 （１）の低レベル放射性廃棄物の埋設センターへの廃棄物の受入状況

でございますけども、こちらに記載のとおり、本年３月から７月にかけ

て、４回の受入を実施しておりまして、合わせまして１号の埋設対象の

廃棄体として２３４本、２号の埋設対象の廃棄体として３，５４４本、

計３，７７８本を受け入れております。 

 （２）の低レベル放射性廃棄体の受入、いわゆる埋設地への定置、そ

れから埋設、コンクリート充填の実績でございます。下の表にございま

すように、本年４月から７月までの合計としまして、受入本数として２，

０５８本、埋設本数として３，７２０本を実施しております。 

 （３）につきましては、前回の監視委員会においても御報告いたしま

したけども、平成３０年の３月に中部電力の浜岡原子力発電所から受け

入れました廃棄体９６０本のうち、４本につきまして、外観の健全性に

疑義のあるものがあったことから、同発電所に返送し、同電力において

詳細な調査を行っていたものでございます。本年７月３１日に中部電力

における調査結果及び再発防止対策と当社の今後の対応について取り

まとめ、原子力規制庁へ報告しております。 

 次のページを御覧ください。上の方に調査結果が記載してございま

す。４本のうち、３本の廃棄体につきましては、当社で水滴及び塗装の

剥がれを確認したものでございますけども、中部電力の調査の結果、ド

ラム缶の底部の内面から外面に至る母材の腐食が確認されました。原因

につきましては、廃棄体を収納する時にドラム缶の底部の内面に傷をつ

けたこと。それから、モルタルを充填する時にドラム缶の底部の内面に

隙間が生じ、そこに水が溜まったことによる腐食と考えております。 

 また、残りの１本につきましては、当社で塗装の膨らみを確認いたし

たものでございますけども、ドラム缶の母材そのものに異常等は確認さ

れませんでした。こちらにつきまして、塗装の中に微細な鉄粉が入り込
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んだものと考えております。 

 中部電力といたしましては、再発防止対策といたしまして、記載のと

おり傷を発生させない対策として、傷をつけやすい廃棄体をドラム缶の

底部に入れない等の対策、隙間を発生させない対策として、ドラム缶へ

モルタルの充填を振動機で振動を与えるという対策を実施いたしまし

た。 

 ページをお戻りください。１ページ目の一番最後のところでございま

すけども、今後、当所といたしましては、中部電力における再発防止対

策が確実に実施されていることを確認して参ります。また、既に同電力

から受け入れております廃棄体９５６本につきましては、今後、準備が

整い次第検査を行い、安全上問題がないことを確認後、定置をする予定

でございます。 

 ページをおめくりいただき、２ページ目でございます。３の高レベル

放射性廃棄物の管理事業、それから４の再処理事業の（１）、（２）、（３）

につきましては、前回の報告以降、変更ございません。 

 ページをおめくりください。３ページです。 

 （４）の再処理工場のウラン・プルトニウム混合脱硝建屋における廃

気処理設備の第１排風機両系の停止でございます。 

 本件は、今年の８月２６日、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の中

にありますタンク等の気圧を負圧に保つための排風機を構成する２台

の排風機のうち１台が故障したものでございます。もう１台の排風機が

点検中であったことから、第１排風機両系が停止したとの判断をいたし

ました。廃気処理系統といたしましては、第１排風機と直列に繋がって

いる第２排風機が正常に機能しており、系統内の負圧は維持しており、

本事象によるモニタリングポストの値、環境への影響はございません。 

 なお、こちらに原因については、現在調査中と記載してございますけ

ども、その後の調査によりまして、モーターと排風機を繋いでいる駆動

用のベルト、こちらの仕様が異なっていたということが確認されており

ます。引き続き、本故障に関する他の要因がなかったかということも調

べた上で再発防止対策を講じた上で、至急対策を行って参ります。 

 なお、点検停止中でありましたＡ号機につきましては、８月３１日に

復旧しております。 

 ５番のＭＯＸ燃料の加工事業でございますけども、こちらについて

は、前回以降、特に変更はございません。 

 ６のトラブル等一覧でございます。こちらは、本年の３月８日に再処

理事業所の敷地内で緊急時対策所の工事を行っておりますけども、この

工事現場で協力会社の作業員が鉄筋の切断作業を行っていたところ、火

花が近くにある枯草に燃え移ったという事象でございます。 

 原因を確認しましたところ、鉄筋の切断作業中に鉄筋カッターの火花
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を遮るために設置していますカバーでございますけども、火花受けが劣

化により脱落し、火花が飛散したということでございました。 

 対応といたしましては、火花受けの点検のチェックシートというもの

を作りまして、その火花受けの緩みとか損傷の有無を作業前に打診等に

より確認し、当社でも確認をするという対策をとって参ります。 

以上でございます。 

 

東北電力㈱ 
原子力本部 

金澤原子力部長 

東北電力の金澤でございます。 

 それでは、参考資料２に基づきまして、東通原子力発電所の現在の状

況について説明いたします。はじめに、運転状況でございます。 

 平成２３年２月６日より第４回定期検査中でございます。電気出力に

ついては、発電実績なしとなっております。 

 次に３．その他でございます。はじめに、東通原子力発電所１号機に

おける新規制基準適合性審査の状況について説明いたします。平成２６

年６月申請以降、継続的なヒアリングや審査会合におきまして、当社の

申請内容を説明しておりまして、これまでに審査会合が１９回開催され

ております。 

 現在、当社は、新規制基準適合性に係る審査会合におきまして、一切

山東方断層を代表とした敷地近傍の断層は、震源として考慮する活断層

に該当しないということを説明しておりますが、原子力規制委員会から

は、地下深部の地質構造について追加説明を求められております。この

ため、当社は、より説明性を高める観点から、調査範囲を拡大し、平成

３１年３月２７日から反射法地震探査やボーリング調査による補足の

地質調査を開始しております。今月末の終了を目指して、鋭意実施して

おります。なお、原子力規制委員会に対しては、１０月以降に準備が整

い次第説明する予定としてございます。 

 ここで資料の３ページの別紙１を御覧ください。左側に地図が書いて

ございます。この左側の拡大した地図の赤い線、北から南、上から下に

なっていますが、これが、反射法地震探査を実施している箇所で、総延

長は大体約４０キロとなってございます。また、ちょっと見づらいです

が、地図の黄色い丸い点がございます。６点ほどあります。これがボー

リング調査をしているところ、合計で、６地点でやってございます。 

 また、１ページに戻っていただきまして、下から２つ目の黒い点のと

ころでございます。令和元年６月７日の審査会合において、基準津波や

敷地周辺の断層に関する評価結果を説明し、原子力規制委員会からは、

資料の充実、そして評価の保守性についての説明が求められ、継続審査

となってございます。 

 今後、現在実施中の補足調査による新たなデータを必要としない地震

動評価に関わる審査等について準備が整ったものから順次説明をして
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参りたいと思っています。 

 次、２ページにいきまして、株式会社フジクラの不適切な行為に関す

る当社原子力発電所における調査結果について報告いたします。当社

は、株式会社フジクラの不適切な行為を踏まえ、当社原子力発電所にお

ける不適切な行為が行われた製品の使用状況や設備への影響について

調査をして参りました。 

調査の結果、不適切な行為が行われた製品が使用されていることを確

認しました。しかしながら、フジクラにおけるこれまでの製造実績、そ

れから検査記録、当社による性能確認や工場への立ち入り調査などによ

り、いずれの製品も品質に問題がなく、当社原子力発電所の安全性に対

する影響はないと確認しまして、平成３１年３月５日に公表してござい

ます。 

 参考として、フジクラの不適切な行為の概要を下に記載してございま

す。フジクラ及びグループ会社の製品の一部、これには、送配電用の電

線、それから産業用電線、それから通信用のケーブルなど、これらにつ

いて、検査項目の未実施、それから頻度不足等、品質管理に係る不適切

な行為が行われたものであり、具体的には記載のとおりとなってござい

ます。 

 ４ページを御覧ください。最後のページです。別紙２と記載されてお

ります。 

 こちらの方に不適切な行為が行われた製品の東通原子力発電所にお

ける主な使用状況が書いてございます。ここにありますとおり、難燃ケ

ーブル、それから光ケーブル、それからコントロール銅管の被覆、こう

いったものに使われておりますが、いずれの製品も性能・品質に問題が

なく、東通原子力発電所の安全性に対する影響はないということを確認

しております。 

 また、２ページの方に戻っていただきまして、東通原子力発電所の原

子炉施設保安規定の変更認可についてでございます。平成３１年３月１

日、原子力発電所を安全に運転管理するために遵守すべき事項を定めた

原子炉施設保安規定の変更認可申請を原子力規制委員会へ行い、令和元

年６月３日に認可をいただいております。今回の変更認可申請におい

て、変更した主な内容としましては、保安に関する組織の変更でありま

して、原子力防災業務の更なる強化、及び責任の明確化を図ることを目

的としまして、新たに防災課を設置しております。 

当社からの説明は以上でございます。 

 

 

 

リサイクル 続きまして、リサイクル燃料貯蔵の山崎でございます。 
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燃料貯蔵(株) 
山崎副社長 

 私の方から、参考資料３に基づきまして、リサイクル燃料備蓄センタ

ーの現在の状況について御説明させていただきます。 

 まず１点目が、新規制基準適合性審査の状況についてでございます。

事業変更許可に関する審査の進捗状況につきましては、後ほど御覧いた

だく表１のとおりとなってございます。 

 具体的には、施設関係は残件となっています「設計基準関係の再確認

の審査会合での指摘回答」と「津波に対する設計方針」、この２件の審

査に取り組んでございます。 

 一方、地震等関係につきましては、平成３０年１１月３０日の審査会

合までで一通りの確認済みとなりましたが、現在、火山モニタリングに

関するデータの最新化とその見直しに取り組んでいるところでござい

ます。 

 続きまして、審査の内容について、少し御説明させていただきたいと

思います。 

 （１）の施設関係、先ほど、２つ残件があると言った１点目①のとこ

ろでございます。 

 「設計基準関係の再確認の審査会合での指摘回答」ということで、設

計関係の審査につきましては、その大部分が原子力規制庁のヒアリング

で確認されてきたということから、４月２４日と５月２０日の審査会合

におきまして、再確認が行われました。その結果、「金属キャスクのみ

で基本的安全機能を担保できること」の確認を行うということになりま

した。 

 このため、２つ目のポツでございますが、７月２９日の審査会合にお

きまして、「貯蔵建屋がないとした場合の『外部事象による金属キャス

クへの影響』と『敷地境界の実効線量』」につきまして、検討状況の説明

を行いました。引き続き、現在の検討を充実させるとともに、今後、貯

蔵建屋がないとした場合の評価の位置付けについて審査会合で議論し

ていくということになりました。 

 最後、３つ目のポツでございますが、その後、８月２１日の審査会合

におきまして、原子力規制庁より、貯蔵建屋がないとした場合の評価に

ついては、参考扱いとするということが表明されましたので、当社とい

たしましては、資料に記載する等の対応をするということで、この対応

を進めているところでございます。 

 もう１つ、２点目②の「津波に対する設計方針」についてでございま

す。仮想的大規模津波に対しまして、「貯蔵建屋が損傷することはない

ので、使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が確保される」という当社

の説明につきまして、その妥当性の審議がされてきましたが、２月６日

の原子力規制委員会におきまして、審査方針の見直しが行われまして、

「貯蔵建屋が損傷した場合においても、基本的安全機能が損なわれるお
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それがないこと」を確認するということになりました。 

このため、２つ目のポツでございますが、４月２４日の審査会合で「今

後の実施項目と方針案」を御説明し、６月１７日の審査会合におきまし

て、貯蔵建屋が損傷した場合に金属キャスクに及ぼす影響が最も大きい

ものは、建屋が損傷して上から落下してくるものでございますが、「架

構鉄骨に天井スラブが付随して金属キャスク上に落下・衝突する場合」、

これが最も厳しいということを御説明し、その後、動的解析にて、金属

キャスクへの影響評価を行うということにいたしました。 

このため、上記を受けまして、７月２９日の審査会合で動的解析の結

果、「金属キャスクの一次蓋の閉じ込め機能が維持されるということ」

を説明いたしましたが、追加の説明や解析を行うということになってお

りました。 

恐縮でありますが、裏面に移っていただきまして、裏面の最初のポツ

でございますが、その後、この件につきましても、８月２１日の審査会

合におきまして、原子力規制庁より架構鉄骨等の落下については、金属

キャスクへの衝撃を緩和するもしくは回避する、そういった措置の検討

というものが求められましたので、当社といたしましては、現在、その

検討を進めているところでございます。 

その下の（２）地震等関係につきましては、冒頭、御説明させていた

だいたとおりでございますので、割愛いたします。 

その下の表１というのが、これまでの審査の進捗状況の一覧でござい

まして、一番右側の縦の欄、今後の確認項目というのが、今、御説明さ

せていただいた３点、施設関係２点と地震等関係の１点を記載させてい

ただいてございます。 

それから、真ん中から下の２つ、リサイクル燃料備蓄センターの事業

変更許可申請と、「原子力事業者防災業務計画」修正の届出について記

載させていただいてございますが、これは記載のとおり、御紹介させて

いただくということで御理解いただきたいと思います。 

私の方からの御説明は以上でございます。 

 

議 長 ありがとうございました。 

引き続き、原子力規制庁が原子力施設の沖合の漁場において実施して

いる海洋環境における放射能調査及び総合評価事業の調査結果につい

て御説明をお願いしたいと思います。 

原子力規制庁からお願いいたします。 

 

原子力規制庁 

吉野係員 

今年度より、海洋環境における放射能調査及び総合評価事業の担当と

なりました、原子力規制庁の吉野と申します。よろしくお願いいたしま
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す。 

青森県の皆様方におかれましては、日頃より本事業の円滑な実施に御

協力をいただき誠にありがとうございます。 

なお、本事業は、今年度以降も継続して実施する予定としております

ので、今後とも、御協力、御指導のほど、よろしくお願いいたします。 

本事業といたしましては、昭和５８年度から漁場を見守るという観点

から全国の原子力施設等沖合に位置する主要漁場等における海産生物、

海水、海底土のモニタリングを行っています。 

本日は、平成３０年度に当庁が実施しました本事業のうち、特に青森

県太平洋側沖合海域の結果を中心として御報告をさせていただきます。 

簡単に申し上げますと、原則的に昨年と同様の方法を用い、異常値等

は見られませんでした。具体的なところ、技術的な点につきましては、

委託先の海洋生物環境研究所様から報告をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

(公財)海洋生

物環境研究所 

池上研究員 

 

海洋生物環境研究所の池上です。よろしくお願いします。 

お手元の参考資料４を御覧ください。本資料は、平成３０年度海洋環

境における放射能調査及び総合評価事業のうち、青森県関係のデータを

抜粋したものです。 

平成３０年度の調査結果を端的に申し上げますと、海産生物、海底土、

海水試料のいずれも、平成２９年度と同程度の濃度であり、問題となる

濃度は一切検出されませんでした。今年度も弊所が原子力規制庁より委

託を受けて海洋放射能調査を計画どおりに進めて参ります。 

１ページ目を御覧ください。本事業の目的と内容について、簡単では

ございますが記載をしております。とりわけ事業の目的としては、原子

力施設等沖合海域の主要漁場を対象に放射性核種の現状把握等を行い、

漁場の安全の確認に資することを目的としております。 

２ページ目を御覧ください。青森県に関係する海底土試料及び海水試

料の採取測点を示しております。図１は、原子力発電所等周辺海域のう

ち、青森海域の４測点を示しております。図２は、原子力燃料サイクル

施設沖合海域における２２測点を示しております。２２測点のうち、北

側に位置する１６測点は平成３年度より、南側に位置する岩手県沖の６

測点については、平成１９年度より継続してモニタリングを行っており

ます。 

３ページ目を御覧ください。分析の対象とした放射性核種の試料につ

いて表で示しています。この中で放射性セシウムの結果を中心に御説明

いたします。 

まずは、海産生物試料の結果です。資料の８ページ目を御覧ください。

表４は、全国の原子力発電所等周辺海域で採取した海産生物試料に含ま
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れる放射性核種の放射能濃度範囲を示したものです。平成３０年度の魚

類のセシウム１３７の濃度範囲は、０．０３６から２．１ Bq／kgで、

このうち、宮城、福島第１、第２、茨城で事故前の分布範囲を僅かに上

回りましたが、９ページ目の表５に示すとおり、青森海域は、全ての試

料で事故前の分布範囲内でした。 

１０ページ目を御覧ください。表６には、核燃料サイクル施設沖合海

域の結果を示しております。平成３０年度のセシウム１３７の濃度範囲

は、０．０４２から０．３０Bq／kgで、事故前の分布範囲を僅かに超え

るものもありましたが、最大値の０．３０でも国の定める基準値である

１００ Bq／kgの概ね３３０分の１でした。その他、イカ･タコ類につい

ては、表４から６、エビ類については、表４にまとめており、いずれも

殆どの試料で事故前の分布範囲内でした。 

続きまして、海底土試料の結果です。資料１４、１５ページ目を御覧

ください。表７は、全国の原子力発電所等周辺海域で採取した海底土試

料に含まれる放射性核種の放射能濃度範囲を示したものです。平成３０

年度のセシウム１３７の濃度範囲は、検出下限値以下から４３ Bq／kg

の範囲で、福島、茨城等で事故前の分布範囲を上回ることもありました。

表８に示す青森海域では、平成３０年度のセシウム１３７の濃度範囲が

検出下限値以下から３．６ Bq／kgであり、全ての試料で事故前の分布

範囲内でした。 

また、１５ページ、表９の原子燃料サイクル施設沖合海域についても、

セシウム１３７の濃度範囲が検出下限値以下から４．３ Bq／kgであり、

全ての試料で事故前の分布範囲内でした。また、ストロンチウム９０に

ついても、事故前の分布範囲内であり、プルトニウム２３９＋２４０に

関しては、僅かに事故前の分布範囲を超える試料もありましたが、ほぼ

事故前と同じと言って差し支えない値でした。 

最後に海水試料の結果です。資料の１８、１９ページ目を御覧くださ

い。表１０は、全国の原子力発電所等周辺海域で採取した海水試料に含

まれる放射性核種の放射能濃度範囲を示したものです。平成３０年度の

セシウム１３７の濃度範囲は、表層水で１．３から２．８ mBq／L、下

層水で０．５１から２．５ mBq／Lでした。このうち、宮城、茨城、原

子燃料サイクル施設沖合が事故前の分布範囲を僅かに上回りましたが、

ほぼ事故前の濃度でした。 

１９ページ、表１１に示す青森海域では、平成３０年度のセシウム 

１３７の濃度範囲は、表層水で１．３から２．０ mBq／L、下層水で 

０．５１から０．７５ mBq／Lであり、全ての試料で事故前の分布範囲

内でした。また、ストロンチウム９０についても、表層水で０．５９か

ら０．８４ mBq／L、下層水で０．２６から０．４１ mBq／L であり、全

ての試料で事故前の分布範囲内でした。 
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資料の２０ページ目を御覧ください。表中には、原子燃料サイクル施

設沖合海域の海水試料の放射性核種の濃度範囲を示しています。トリチ

ウムの濃度範囲は、表層水で検出下限値以下から０．１２ Bq／L、下層

水で検出下限値以下から０．０９８ Bq／L です。これらは、全ての試料

で事故前の分布範囲内でした。また、ストロンチウム９０についても、

表層水で０．４８から１．２ mBq／L、下層水では検出下限値以下から

１．１ mBq／Lであり、全ての試料で事故前の分布範囲でした。セシウ

ム１３４については、表層水、下層水共に全ての試料で検出下限値以下

でした。セシウム１３７については、表層水で１．１から２．３ mBq／

L、下層水で検出下限値以下から２．２ mBq／Lであり、下層水で僅かに

０．１ mBq／L、事故前の分布範囲を超えていました。プルトニウム 

２３９＋２４０については、表層水で検出下限値以下から０．００８０ 

mBq／L、下層水で検出下限値以下から０．０２５ mBq／Lであり、全て

の試料で事故前の分布範囲内でした。 

各試料の個別の詳細データは、２７ページ以降の資料に記載していま

すので、併せて御参照いただけます幸いです。最後にこの事業を実施す

るに当たっては、青森県はもとより、多くの地方自治体及び漁業協同組

合の皆様に御協力や御指導をいただいております。この場をお借りして

感謝いたしますとともに、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

以上、私からの報告を終わります。ありがとうございました。 

 

議 長 ありがとうございました。 

それでは、これまで説明のありましたことについて、御質問等をお受

けしたいと思います。御質問、いかがでしょうか。 

 

久松委員 環境研の久松と申しますけども、参考資料１の原燃さんの３ページ目

の（４）についてでございます。 

排風機が１台停まってしまって、その影響、幸いにして負圧は維持さ

れたのですけども、原因については今のところ究明中であるということ

で了解いたしました。 

教えていただきたいのは、第１排風機は、そもそも２台必要なもので、

そのうちの１台が点検中であったためにもう１台に故障が起きたので

２台ともダウンしてしまったと。しかしながら、直列に繋がっている第

２排風機とありますので、これは、第１排風機を通ってきた後でもう一

度引っ張っているファンというふうに解釈いたしました。その第２排風

機は機能したので、系統内の負圧は維持されたと書いてあります。内容

については理解できます。 
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１つだけ教えていただきたいのは、そもそも第１と第２が必要で一定

の負圧を維持しているのでしょうから、そのうちの第１がダウンしてし

まったということは、ある程度、負圧については、所要の値は、通常の

値は維持できなくなっていたのではないかなと想像するのですけど。そ

のあたりの負圧というのが、最低限の基準というものがあって、それに

ついてはクリアしたけど、第１排風機がきちんと動いていた時の値より

は、若干低下したとか、そういうふうに理解してよろしいのでしょうか。 

この点について教えていただければと思います。 

 

日本原燃㈱ 
武井安全・品質 

本部長 

ただ今の御質問、第１排風機が２台なくなったということで、第２の

方が、後段の方の排風機が動いていたといえども負圧の変動があったの

か、なかったのかと、こういう御質問かと思います。 

本件につきましては、やはり第１排風機が２台停まったことによりま

して、一時的にはやっぱり負圧が小さくなっております。 

ただし、すぐにダンパー等の調整が働きましたので、定常状態の負圧

に戻っているという状況でございます。 

 

久松委員 分かりました。ありがとうございました。 

もう１つ、よろしいでしょうか。規制庁さんから沿岸、沖合の漁場域

についてのモニタリング結果がお示しされたのですが、これにつきまし

ては、当委員会が扱っておりますモニタリング結果というのは、青森県

のごく沿岸部のデータが中心というふうに理解しております。 

それと対照的に、今、規制庁さんがおやりになっていらっしゃるのは、

もっと沖合の方で、いわば遠方の海洋における施設の影響がありや、な

しやと、こういうことを調べてらっしゃって、今回の発表結果としては、

遠方においてはございませんでしたと、施設影響というのは、あまりあ

りませんでした、というふうに理解しました。 

ただ、１つお願いですけど、沿岸域の結果と規制庁が、今、お示しい

ただいた沖合の結果を比較するような形で、両方出していただけると、

もっと分かりやすいのではないかなと。沿岸域は沿岸域で、県と事業者

さんは一生懸命やってらっしゃって、それについては、きちんと報告は

されている。ただ、わざわざここで、沖合のデータも出していただける

のですから、できれば両方比較できるような形で出していただくと、更

に我々としては、安心材料が増えるのではないかと。バラバラに出して

いただくのも、それはそれなりで結構ですが、できれば固めた形で、規

制庁さん、両方のデータを統合するような形の立場にいらっしゃるのだ

ろうと思いますので、どちらかというと規制庁さんにお願いをしたいな

と思うのですが、よろしくお願いできますでしょうか。 
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原子力規制庁 

吉野係員 

御意見、頂戴しましたので、今後の発表については、検討させていた

だきます。 

よろしくお願いします。 

 

久松委員 ありがとうございました。 

 

議 長 他に御質問ございませんか。 

よろしいでしょうか。 

 

御質問等ないようですので、本日の全体を通して、何か御意見等あり

ましたら、いかがでしょう。 

よろしいでしょうか。 

 

ないようですので、それでは、当会議の審議事項、全て終了いたしま

したので、本日の会議を終了したいと思います。 

委員の皆様方の御協力、大変ありがとうございます。感謝申し上げま

す。 

 

司 会 以上をもちまして、令和元年度青森県原子力施設環境放射線等監視評

価会議監視委員会を閉会いたします。 

本日は、どうもありがとうございました。 
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